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 団  体  名 ： 安芸太田町        

 事  業  名 ： 特定環境保全公共下水道事業      

 策  定  日 ： 平成 29 年 3 月         

 計 画 期 間 ： 平成 28 年度 ～ 平成 37 年度  

 

 

 

 

第 1 章 経営戦略策定の趣旨と位置づけ 

  

 安芸太田町は広島都市圏の水源地帯である太田川上流域にあたり、太田川・瀬戸内海

をはじめとする公共用水域に及ぼす影響が大きいことから、一般家庭及び各種事業所等

から排出される生活雑排水を速やかに処理することで、清潔・快適・安全な生活環境を

実現するとともに、公共水域の水質汚濁を防止し環境を保全することを目的として、特

定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水処理事業により整備を行って

います。 

 下水道事業をはじめとする公営企業は、地方財政法で料金収入等をもって経営を行う

独立採算の原則が定められています。現在、サービスの提供に必要な施設等の老朽化に

伴う更新投資の増大、人口減少に伴う料金収入の減少等により公営企業をめぐる経営環

境は厳しさを増しています。 

 こうした中で、平成 26 年 8 月、総務省から「公営企業の経営に当たっての留意事項

について」の通知が出され、各地方公共団体は事業会計ごとに「経営戦略」を策定する

こととなりました。 

 地域住民に良質な下水道サービスを持続的に提供していくには、現在の本町下水道事

業について現状把握を行った上で、中長期的な計画に基づいた運営を行っていく必要が

あります。そのため、各事業において、今後の経営の基本計画である「経営戦略」を策

定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組みます。 
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第 2 章 安芸太田町下水道事業の現状と課題 

  

 (1) 事業の現況   

 ① 施 設 

供 用 開 始 年 度  

（ 供 用 開 始 後 年 数 ） 

 平成 13 年度  供用開始  

（供用開始後  15 年経過）  

 法適（全部適用・一部適用） 

非 適 用 の 区 分 
 法非適用企業  

処 理 区 内 人 口 密 度  18.0 人/ ha 

流域下水道等への接続の有無  流域下水道等への接続なし  

処 理 区 数 

 5 区域  

 筒賀処理区、横川処理区、上殿処理区、 

 加計処理区、柴木処理区  

処 理 場 数  5 箇所 

広 域 化 ・ 共 同 化 ・ 最 適 化 

実 施 状 況 
 実施していません。 

 

 特定環境保全公共下水道事業は平成 13 年度より供用を開始し、現在は計画区域 153ha

全域の整備が完了しています。農業集落排水事業は平成 8 年度より供用を開始し、現在は

計画区域 40ha 全域の整備が完了しています。個別排水処理事業につきましては、現在 47

基の浄化槽が稼動しています。 
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② 使 用 料 

一般家庭用使用料体系の 

概 要 ・ 考 え 方 

本町の使用料は、基本料金と超過料金の合計となります。 

 

業 務 用 使 用 料 体 系 の 

概 要 ・ 考 え 方   

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の 

概 要 ・ 考 え 方 
  

条例上の使用料 

（20 ㎥あたり） 

平成 27 年度   3,854 円 

平成 26 年度   3,854 円 

平成 25 年度   3,744 円 

実質的な使用料 

（20 ㎥あたり） 

平成 27 年度   5,412 円 

平成 26 年度   5,431 円 

平成 25 年度   5,126 円 

 下水道事業をはじめとする公営企業には、事業運営に必要な経費は、事業運営に伴う収

入で賄うという原則があり、公営企業としての企業性を発揮し、最小の経費で最良のサー

ビスを提供すべきとされています。そのためには、住民の理解を得ながら経営の健全化・

効率化に努める必要があります。 

 下水道の使用料体系は、従量制、定額制、水道料金比例制などに大別されます。本町の

使用料は従量制（10 ㎥基本使用水量あり）を採用しています。 

  

下記以外の使用者 算定水量 下水道使用料

基本料金
1ヶ月につき
10㎥まで

1,814円

超過料金
10㎥を超える部分
1㎥につき

204円

75歳以上の住民だけで

構成される世帯
算定水量 下水道使用料

基本料金
1ヶ月につき
10㎥まで

1,728円

超過料金
10㎥を超える部分

1㎥につき
194円
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〈 使用料の課題 〉 

 下水道使用料は、事業運営に必要な経費を賄う範囲で、使用者に対して公平な負担を求

める料金体系であることが基本です。しかし、本町、特定環境保全公共下水道事業の実体

として、使用料単価を汚水処理原価で割った平成 27 年度の経費回収率は 26.57％と極めて

低い水準となっています。経費回収率は、使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄

えているかを表した指標であり、使用料の適正化が課題であることがわかります。 

 快適で安全な住民生活に不可欠な下水道サービスを安定的に提供し続けるためには、経

営基盤の強化が必要であり、現在の厳しい財政状況の中、適正な料金体系の在り方を検討

する必要があります。

③ 組 織 

職 員 数 
 平成 29 年 3 月 1 日現在、建設課・各支所職員 12 人が下水道事業

運営に携わっており、簡易水道事業や他業務も兼任しています。 

事 業 運 営 組 織 

 

〈 事業の課題 〉 

 特定環境保全公共下水道事業には、水洗化率の低さという課題があります。農業集落排

水事業と比べても、10％程度水洗化率が低い現状であり、加入促進に努める必要がありま

す。 

・処理区ごとの水洗化状況 

処理区名 

平成 26 年度 平成 27 年度 

計画区域

内 人 口 

水 洗 化 

人 口 

水洗化率 

（ ％ ） 

計画区域 

内 人 口 

水 洗 化 

人 口 

水洗化率 

（ ％ ） 

筒 賀 761 751 98.7 759 755 99.5 

横 川 8 8 100.0 8 7 87.5 

上 殿 680 521 76.6 644 491 76.2 

加 計 1,280 813 63.5 1,262 847 67.1 

柴 木 85 73 85.9 83 70 84.3 

計 2,814 2,166 77.0 2,756 2,170 78.7 

役 職 年 代 建 設 課 筒 賀 支所 加 計 支所

課 長 50～ 1人 

支 所 長 50～ 1人 1人 

主 幹 50～ 1人 

課 長 補 佐 40～ 1人 

主 査 40～ 1人 

主 任 30～40 1人 1人 

主 任 主 事 25～30 2人 

主 事 18～ 1人 1人 

6人 3人 3人 合計
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 (2) 民間活力の活用   

①民間活用の状況 

■民間委託 

 処理場維持管理業務、マンホールポンプ維持管理業務、水質計測機器保守点検業務、汚泥脱水

業務、汚泥収集運搬業務、消防設備保守点検業務、自家用電気工作物保安管理業務等を民間委託

しています。 

 

■指定管理者制度 

 指定管理者制度は実施していません。 

 

■PPP/PFI 

 PPP/PFIは実施していません。 

 

②資産活用の状況 

■エネルギー利用 

 採算性の観点より、本町の人口的・処理規模的・地理的条件では、投資に見合う収益の確保が

難しいと判断し、下水道熱・下水汚泥・発電等のエネルギー利用は行っていません。 

 

 

■土地・施設等利用 

 採算性の観点より、本町の人口・地理的条件では、投資に見合う収益の確保が難しいと判断し、

未利用土地・施設の活用等の土地・施設等利用は行っていません。 

 

 

 (3) 経営比較分析表を用いた現状分析  

 平成 28年度に策定・公表した、平成 27年度決算「経営比較分析表」（別紙①）を添付し

ています。 

 経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、本町の経年比較や他公営企業との比較、

複数の指標を組み合わせた分析を行うことにより、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に

把握することが可能となります。 
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 (4) 下水道事業を取り巻く環境の変化  

 国の巨額な債務、人口減少、景気低迷など、本町をはじめ日本全国の地方公共団体を取

り巻く環境は急激に変化しており、一般会計からの財政支援に頼ってきた下水道事業を取

り巻く環境は厳しさを増しています。 

 

①人口減少 

 本町は、平成 16年に山県郡加計町、筒賀村、戸河内町の 3町村の合併により誕生しまし

た。合併当初 8,784 人であった人口は、11 年を経過した平成 27 年度末には 6,757 人と約

2,000 人減少するなど、その減少傾向に歯止めがかからず、ピーク時であった昭和 30 年と

比較すると 3分の 1以下となっています。 

 また、高齢化率は 47.57％（平成 27年 6月時点）と県内最高で、平成 22年国勢調査にお

ける人口減少率（対平成 17年国勢調査人口）は 11.9％と、県内で最も少子高齢化、人口減

少が顕著に現れている自治体といえます。 

 国立社会保障・人口問題研究所の推計手法（コーホート変化率法）を用いた推計によれ

ば、このまま状況が継続すると仮定した場合の本町の人口は、平成 36 年（2024 年）には

5,040人に減少、平成 52年（2040年に）には 3,227人にまで減少するとし、基礎自治体と

しての存在が危ぶまれる予測がされています。人口減少は下水道料金収入の減少に直結す

るため、下水道事業経営のさらなる悪化という大きな問題を抱えています。以下に平成 27

年策定の安芸太田町人口ビジョンを示します。 

 

  

『安芸太田町人口ビジョン(平成 27 年 10 月) 』より 
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②下水道ストック（保有資産）の現状  

 管渠施設の総整備延長は、汚水管が 64kmとなっています。汚水管は平成 6年度から整備

されており、最も古い汚水管は平成 28年度末で整備から 22年経過しています。 

 加計地区では平成 19 年度から加計処理区、筒賀地区では平成 13 年度から筒賀処理区、

戸河内地区では平成 13年度から横川処理区、平成 18年度から上殿処理区、平成 21年度か

ら柴木処理区が供用開始しています。最も供用開始の早い筒賀処理区、横川処理区は平成

28年度末で下水道終末処理場の整備から 15年経過しています。 

 

③中長期的な視点 

 今後は、少子高齢化に伴う人口減少、節水志向、施設・設備の老朽化が進むことが見込

まれるため経営の悪化が危惧されます。 

 そのため、次章以降では人口減少や施設・設備の更新コストなどを踏まえた中長期的な

収支バランスを検討した下水道経営計画を示します。 

第 3 章 経営の基本方針 

 

『将来世代にわたり清潔・快適・安全な生活環境を、下水道サービスにより提供する。』 

 

 人口減少に伴う、使用料収入の減少、施設・設備の老朽化による更新需要の増大により

多額の更新費用が必要となるなど、今後の下水道事業を取り巻く経営環境は非常に厳しく

なることが予想されます。 

 そのため、すべての町民に『将来世代にわたり清潔・快適・安全な生活環境を、下水道

サービスにより提供する。』ことを基本理念とし、下記の 3 つの基本方針のもと、中長期的

な基本計画である経営戦略を策定します。 

 

◆清潔・快適・安全な生活の提供 

 下水道サービスを通じ、住みよい町づくりに貢献します。 

 

◆持続的な下水道サービスの提供 

 平成 29 年度に施設の資産調査、平成 30 年度に長期改修計画を策定予定です。下水道施

設の戦略的な維持管理・更新等を通じて、将来世代にわたり下水道サービスを提供します。 

 

◆公共用水域の保全 

 水路、河川、海洋の水質汚濁を防止し、環境を保全するという下水道の大きな役割を果

たすため、処理区域の全加入に向け努めます。  
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第 4 章 投資・財政計画（収支計画） 

 

 (1) 投資・財政計画（収支計画）：別紙②のとおり  

 

 (2) 投資･財政計画の策定にあたって説明  

①収支計画のうち投資計画について 

■投資の目標に関する事項 

 特定環境保全公共下水道事業は、既に計画区域全域の整備が完了しているため、計画的

な維持管理を行うことを目標とします。 

 

■広域化・共同化・最適化に関する事項 

 広域化・共同化・最適化の検討はしていません。 

 

■民間活力の活用に関する事項（PPP/PFI） 

 PPP/PFI の検討はしていません。 

 

■防災・安全対策に関する事項 

 計画期間中の事業予定は、ありません。 

 

②収支計画のうち財源について 

■財源の目標 

 一般会計からの繰入金を減らしていくため、使用料収納の徹底とコスト削減に努めます。 

 

■使用料収入の見通しと、使用料の見直しに関して 

 特定環境保全公共下水道事業は、既に計画区域の整備が完了しているため、今後の使用

料収入の大幅な増加は見込めません。さらに、人口の減少により、使用料収入は減少して

いくと見込まれるため、使用料の改定を検討する必要があります。平成 30 年度・平成 34

年度の使用料改定を計画に含めていますが、使用料対象原価の算定などに取り組み、改定

時期・改定率を総合的に検討します。 

 

③収支計画のうち投資以外の経費について 

■維持管理費に関する事項 

 処理場、管渠、その他、それぞれにかかる経費の予測より、計画期間中の維持管理費を

算出しています。 
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 (3) 投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要  

①今後の投資についての考え方・検討状況 

■広域化・共同化・最適化に関する事項 

 計画期間中の実施は計画していませんが、採算性を念頭に置き、本町に見合った取り組

みを随時検討します。 

 

■民間活力の活用に関する事項 

 PPP/PFI 事業の実施は計画していませんが、国や他団体の動向を注視しながら随時検討

します。 

 

②今後の財源についての考え方・検討状況 

■使用料の見直しに関する事項 

 人口減少に伴う使用料収入の減少、施設の老朽化に伴う更新コストの増大は避けられま

せん。一般会計からの繰入を極力減らし、持続的な下水道サービスを提供していくために

は、消費増税に伴う改定を含め、4～5 年おきの定期的な使用料改定を検討する必要があり

ます。 

 

■資産活用による収入増加の取組について 

 資産活用による収入増加の取り組みは計画していませんが、採算性を念頭に置き、本町

の諸条件に見合った取り組みを随時検討します。 

 

■地方債に関する事項 

 地方債の元利償還金は、公営企業の経営を圧迫する大きな要因であり、一般会計からの

繰入で賄っている状況です。計画期間中の起債予定はなく、計画期間最終年度の地方債残

高は、本年度の 1/2 以下となる見込みです。以下に、地方債残高と元利償還金の推移予測を

示します。 

  

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

地方債残高・元利償還金の推移予測 

地方債残高 元利償還金 

（千円） 
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③投資以外の経費についての考え方・検討状況 

■民間活力の活用に関する事項（包括的民間委託等、PPP/PFI など） 

 包括的民間委託等、PPP/PFI などは計画していませんが、民間活力の活用などコスト削

減につながる取り組みを随時検討します。 

 

■動力費に関する事項 

 電力自由化など、経費削減につながる取り組みを随時検討します。 

 

■修繕費に関する事項 

 下水道サービスの安定的な提供とランニングコスト低減のため、計画的な修繕を随時検

討・実施します。 

 

■委託費に関する事項 

 随時業務内容の見直しを行い、業務効率の向上・コスト削減につながる取り組みを随時

検討します。 
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第 5 章 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

 

■事後検証 

 経営戦略の事後検証は、平成 26 年 8 月 29 日付けで総務省より通知されました、「公営企

業の経営に当たっての留意事項について」を基に各年度末に行います。 

 

■経営戦略改訂版の策定 

 下記のスケジュールの基、資産評価、使用料対象原価の算定、料金体系の見直しを行い、

経営戦略改定版の策定に努めます。 

 

◇資産評価等（～平成 30 年度） 

 特定環境保全公共下水道事業が保有する資産について、評価を行い現状の把握を行いま

す。これに基づき更新計画等策定します。 

 

◇使用料対象原価の算定（～平成 31 年度） 

 資産評価に基づき、地方公営企業の料金原則に沿った適正な使用料対象原価の算定を行

います。 

 

◇料金体系の見直し〈検討〉（～平成 32 年度） 

 上記の使用料対象原価の算定に基づき、汚水の量及び水質その他使用の態様等に応じた

料金体系の見直しを行います。 

 

 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

資産評価等（更新計画含）      

使用料対象原価の算定      

料金体系の見直し〈検討〉      

経営戦略改訂版の策定      

 

 また、公営企業でありますので、事業経営状況や経営努力等についての情報を公開し、

透明性の確保に努めます。 
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投資・財政計画（収支計画） 
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 団  体  名 ： 安芸太田町        

 事  業  名 ： 農業集落排水事業     

 策  定  日 ： 平成 29 年 3 月    

 計 画 期 間 ： 平成 28 年度 ～ 平成 37 年度  

 

 

 

 

第 1 章 経営戦略策定の趣旨と位置づけ 

  

 安芸太田町は広島都市圏の水源地帯である太田川上流域にあたり、太田川・瀬戸内海

をはじめとする公共用水域に及ぼす影響が大きいことから、一般家庭及び各種事業所等

から排出される生活雑排水を速やかに処理することで、清潔・快適・安全な生活環境を

実現するとともに、公共水域の水質汚濁を防止し環境を保全することを目的として、特

定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水処理事業により整備を行って

います。 

 下水道事業をはじめとする公営企業は、地方財政法で料金収入等をもって経営を行う

独立採算の原則が定められています。現在、サービスの提供に必要な施設等の老朽化に

伴う更新投資の増大、人口減少に伴う料金収入の減少等により公営企業をめぐる経営環

境は厳しさを増しています。 

 こうした中で、平成 26 年 8 月、総務省から「公営企業の経営に当たっての留意事項

について」の通知が出され、各地方公共団体は事業会計ごとに「経営戦略」を策定する

こととなりました。 

 地域住民に良質な下水道サービスを持続的に提供していくには、現在の本町下水道事

業について現状把握を行った上で、中長期的な計画に基づいた運営を行っていく必要が

あります。そのため、各事業において、今後の経営の基本計画である「経営戦略」を策

定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組みます。  
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第 2 章 安芸太田町下水道事業の現状と課題 

  

 (1) 事業の現況   

 ① 施 設 

供 用 開 始 年 度  

（ 供 用 開 始 後 年 数 ） 

 平成 8 年度  供用開始  

（供用開始後  20 年経過）  

 法適（全部適用・一部適用） 

非 適 用 の 区 分 
 法非適用企業  

処 理 区 内 人 口 密 度  33.9 人/ ha 

流域下水道等への接続の有無  流域下水道等への接続なし  

処 理 区 数 

 5 区域  

 殿賀処理区、坂原処理区、井仁処理区、 

 田ノ尻処理区、戸河内本郷処理区  

処 理 場 数  5 箇所 

広 域 化 ・ 共 同 化 ・ 最 適 化 

実 施 状 況 
 実施していません。 

 

 特定環境保全公共下水道事業は平成 13 年度より供用を開始し、現在は計画区域 153ha

全域の整備が完了しています。農業集落排水事業は平成 8 年度より供用を開始し、現在は

計画区域 40ha 全域の整備が完了しています。個別排水処理事業につきましては、現在 47

基の浄化槽が稼動しています。 
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② 使 用 料 

一般家庭用使用料体系の 

概 要 ・ 考 え 方 

本町の使用料は、基本料金と超過料金の合計となります。 

 

業 務 用 使 用 料 体 系 の 

概 要 ・ 考 え 方  

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の 

概 要 ・ 考 え 方 
 

条例上の使用料 

（20 ㎥あたり） 

平成 27 年度   3,854 円 

平成 26 年度   3,854 円 

平成 25 年度   3,744 円 

実質的な使用料 

（20 ㎥あたり） 

平成 27 年度   4,455 円 

平成 26 年度   4,444 円 

平成 25 年度   4,292 円 

 下水道事業をはじめとする公営企業には、事業運営に必要な経費は、事業運営に伴う収

入で賄うという原則があり、公営企業としての企業性を発揮し、最小の経費で最良のサー

ビスを提供すべきとされています。そのためには、住民の理解を得ながら経営の健全化・

効率化に努める必要があります。 

 下水道の使用料体系は、従量制、定額制、水道料金比例制などに大別されます。本町の

使用料は従量制（10 ㎥基本使用水量あり）を採用しています。 

  

下記以外の使用者 算定水量 下水道使用料

基本料金
1ヶ月につき
10㎥まで

1,814円

超過料金
10㎥を超える部分
1㎥につき

204円

75歳以上の住民だけで

構成される世帯
算定水量 下水道使用料

基本料金
1ヶ月につき
10㎥まで

1,728円

超過料金
10㎥を超える部分

1㎥につき
194円
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〈 使用料の課題 〉 

 下水道使用料は、事業運営に必要な経費を賄う範囲で、使用者に対して公平な負担を求

める料金体系であることが基本です。しかし、本町、農業集落排水事業の実体として、使

用料単価を汚水処理原価で割った平成 27 年度の経費回収率は 39.31％と極めて低い水準と

なっています。経費回収率は、使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているか

を表した指標であり、使用料の適正化が課題であることがわかります。 

 快適で安全な住民生活に不可欠な下水道サービスを安定的に提供し続けるためには、経

営基盤の強化が必要であり、現在の厳しい財政状況の中、適正な料金体系の在り方を検討

する必要があります。

③ 組 織 

職員数 
 平成 29 年 3 月 1 日現在、建設課・各支所職員 12 人が下水道事業

運営に携わっており、簡易水道事業や他業務も兼任しています。 

事業運営組織 

 

 

〈 事業の課題 〉 

 農業集落排水事業には、戸河内本郷処理区の水洗化率の低さという課題があります。農

業集落排水事業全体の水洗化率は、特定環境保全公共下水道事業と比べると、10％程度水

洗化率が高い状況ですが、戸河内本郷処理区の水洗化率は農業集落排水事業の他処理区と

比べると低い状況です。加入促進に努め水洗化率の向上を図ります。 

・処理区ごとの水洗化状況 

処理区名 

平成 26 年度 平成 27 年度 

計画区域

内 人 口 

水 洗 化 

人 口 

水洗化率 

（ ％ ） 

計画区域 

内 人 口 

水 洗 化 

人 口 

水洗化率 

（ ％ ） 

殿 賀 290 287 99.0 290 287 98.7 

坂 原 35 35 100.0 33 33 100.0 

井 仁 54 54 100.0 54 54 100.0 

田 ノ 尻 46 43 93.5 43 40 93.0 

戸河内本郷 895 744 83.1 871 731 83.9 

計 1,320 1,163 88.1 1,291 1,145 88.6 

役 職 年 代 建 設 課 筒 賀 支所 加 計 支所

課 長 50～ 1人 

支 所 長 50～ 1人 1人 

主 幹 50～ 1人 

課 長 補 佐 40～ 1人 

主 査 40～ 1人 

主 任 30～40 1人 1人 

主 任 主 事 25～30 2人 

主 事 18～ 1人 1人 

6人 3人 3人 合計
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 (2) 民間活力の活用   

①民間活用の状況 

■民間委託 

 処理場維持管理業務、マンホールポンプ維持管理業務、水質計測機器保守点検業務、汚泥脱水

業務、汚泥収集運搬業務、消防設備保守点検業務、自家用電気工作物保安管理業務等を民間委託

しています。 

 

■指定管理者制度 

 指定管理者制度は実施していません。 

 

■PPP/PFI 

 PPP/PFIは実施していません。 

 

②資産活用の状況 

■エネルギー利用 

 採算性の観点より、本町の人口的・処理規模的・地理的条件では、投資に見合う収益の確保が

難しいと判断し、下水道熱・下水汚泥・発電等のエネルギー利用は行っていません。 

 

 

■土地・施設等利用 

 採算性の観点より、本町の人口・地理的条件では、投資に見合う収益の確保が難しいと判断し、

未利用土地・施設の活用等の土地・施設等利用は行っていません。 

 

 

 (3) 経営比較分析表を用いた現状分析  

 平成 28年度に策定・公表した、平成 27年度決算「経営比較分析表」（別紙①）を添付し

ています。 

 経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、本町の経年比較や他公営企業との比較、

複数の指標を組み合わせた分析を行うことにより、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に

把握することが可能となります。 
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 (4) 下水道事業を取り巻く環境の変化  

 国の巨額な債務、人口減少、景気低迷など、本町をはじめ日本全国の地方公共団体を取

り巻く環境は急激に変化しており、一般会計からの財政支援に頼ってきた下水道事業を取

り巻く環境は厳しさを増しています。 

 

①人口減少 

 本町は、平成 16年に山県郡加計町、筒賀村、戸河内町の 3町村の合併により誕生しまし

た。合併当初 8,784 人であった人口は、11 年を経過した平成 27 年度末には 6,757 人と約

2,000 人減少するなど、その減少傾向に歯止めがかからず、ピーク時であった昭和 30 年と

比較すると 3分の 1以下となっています。 

 また、高齢化率は 47.57％（平成 27年 6月時点）と県内最高で、平成 22年国勢調査にお

ける人口減少率（対平成 17年国勢調査人口）は 11.9％と、県内で最も少子高齢化、人口減

少が顕著に現れている自治体といえます。 

 国立社会保障・人口問題研究所の推計手法（コーホート変化率法）を用いた推計によれ

ば、このまま状況が継続すると仮定した場合の本町の人口は、平成 36 年（2024 年）には

5,040人に減少、平成 52年（2040年に）には 3,227人にまで減少するとし、基礎自治体と

しての存在が危ぶまれる予測がされています。人口減少は下水道料金収入の減少に直結す

るため、下水道事業経営のさらなる悪化という大きな問題を抱えています。以下に平成 27

年策定の安芸太田町人口ビジョンを示します。 

 

  

『安芸太田町人口ビジョン(平成 27 年 10 月)』より 
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②下水道ストック（保有資産）の現状  

 管渠施設の総整備延長は、汚水管が 32kmとなっています。汚水管は平成 3年度から整備

されており、最も古い汚水管は平成 28年度末で整備から 25年経過しています。 

 加計地区では平成 8 年度から殿賀処理区、筒賀地区では平成 9 年度から坂原・井仁・田

ノ尻の 3処理区、戸河内地区では平成 12年度から本郷処理区が供用開始しています。最も

供用開始の早い殿賀処理区は平成 28 年度末で下水道終末処理場の整備から 15 年経過して

います。 

 

③中長期的な視点 

 今後は、少子高齢化に伴う人口減少、節水志向、施設・設備の老朽化が進むことが見込

まれるため経営の悪化が危惧されます。 

 そのため、次章以降では人口減少や施設・設備の更新コストなどを踏まえた中長期的な

収支バランスを検討した下水道経営計画を示します。 

第 3 章 経営の基本方針 

『将来世代にわたり清潔・快適・安全な生活環境を、下水道サービスにより提供する。』 

 

 人口減少に伴う、使用料収入の減少、施設・設備の老朽化による更新需要の増大により

多額の更新費用が必要となるなど、今後の下水道事業を取り巻く経営環境は非常に厳しく

なることが予想されます。 

 そのため、すべての町民に『将来世代にわたり清潔・快適・安全な生活環境を、下水道

サービスにより提供する。』ことを基本理念とし、下記の 3 つの基本方針のもと、中長期的

な基本計画である経営戦略を策定します。 

 

◆清潔・快適・安全な生活の提供 

 下水道サービスを通じ、住みよい町づくりに貢献します。 

 

◆持続的な下水道サービスの提供 

 平成 27 年度に最適整備構想策定済であり、今後はこれを元に事業計画を行い施設の長寿

命化対策を実施します。下水道施設の戦略的な維持管理・更新等を通じて、将来世代にわ

たり下水道サービスを提供します。 

 

◆公共用水域の保全 

 水路、河川、海洋の水質汚濁を防止し、環境を保全するという下水道の大きな役割を果

たすため、処理区域の全加入に向け努めます。  
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第 4 章 投資・財政計画（収支計画） 

 

 (1) 投資・財政計画（収支計画）：別紙②のとおり  

 

 (2) 投資･財政計画の策定にあたって説明  

①収支計画のうち投資計画について 

■投資の目標に関する事項 

 農業集落排水事業は、既に計画区域全域の整備が完了しているため、計画的な維持管理

を行うことを目標とします。 

 

■広域化・共同化・最適化に関する事項 

 広域化・共同化・最適化の検討はしていません。 

 

■民間活力の活用に関する事項（PPP/PFI） 

 PPP/PFI の検討はしていません。 

 

■防災・安全対策に関する事項 

 計画期間中の事業予定はありません。 

 

②収支計画のうち財源について 

■財源の目標 

 一般会計からの繰入金を減らしていくため、使用料収納の徹底とコスト削減に努めます。 

 

■使用料収入の見通しと、使用料の見直しに関して 

 農業集落排水事業は、既に計画区域の整備が完了しているため、今後の使用料収入の大

幅な増加は見込めません。さらに、人口の減少により、使用料収入は減少していくと見込

まれるため、使用料の改定を検討する必要があります。平成 30 年度・平成 34 年度の使用

料改定を計画に含めていますが、使用料対象原価の算定などに取り組み、改定時期・改定

率を総合的に検討します。 

 

③収支計画のうち投資以外の経費について 

■職員給与費に関する事項 

 農業集落排水事業において、職員給与費の計上はありません。 
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■動力費に関する事項 

 過去 5 年間の伸び率の平均をもとに、計画期間中の費用を算出しました。 

 

■光熱水費に関する事項 

 過去 5 年間の平均をもとに、計画期間中の費用を算出しました。 

 

■通信運搬費に関する事項 

 過去 5 年間の伸び率の平均をもとに、計画期間中の費用を算出しました。 

 

■修繕費に関する事項 

 過去 5 年間の平均をもとに、計画期間中の費用を算出しました。 

 

■路面復旧費に関する事項 

 過去 5 年間の平均をもとに、計画期間中の費用を算出しました。 

 

■委託費に関する事項 

 過去 5 年間の平均をもとに、計画期間中の費用を算出しました。 

 

 

 (3) 投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要  

 

①今後の投資についての考え方・検討状況 

■広域化・共同化・最適化に関する事項 

 計画期間中の実施は計画していませんが、採算性を念頭に置き、本町に見合った取り組

みを随時検討します。 

 

■民間活力の活用に関する事項 

 PPP/PFI 事業の実施は計画していませんが、国や他団体の動向を注視しながら随時検討

します。 

 

②今後の財源についての考え方・検討状況 

■使用料の見直しに関する事項 

 人口減少に伴う、使用料収入の減少、施設の老朽化に伴う更新コストの増大は避けられ

ません。一般会計からの繰入を極力減らし、持続的な下水道サービスを提供していくため

には、消費増税に伴う改定を含め、4～5 年おきの定期的な使用料改定を検討する必要があ

ります。 
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■資産活用による収入増加の取組について 

 資産活用による収入増加の取り組みは計画していませんが、採算性を念頭に置き、本町

の諸条件に見合った取り組みを随時検討します。 

 

③投資以外の経費についての考え方・検討状況 

■民間活力の活用に関する事項（包括的民間委託等、PPP/PFI など） 

 包括的民間委託等、PPP/PFI などは計画していませんが、民間活力の活用などコスト削

減につながる取り組みを随時検討します。 

 

■動力費に関する事項 

 電力自由化など、経費削減につながる取り組みを随時検討します。 

 

■修繕費に関する事項 

 下水道サービスの安定的な提供とランニングコスト低減のため、計画的な修繕を随時検

討・実施します。 

 

■委託費に関する事項 

 随時業務内容の見直しを行い、業務効率の向上・コスト削減につながる取り組みを随時

検討します。 
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第 5 章 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

 

■事後検証 

 経営戦略の事後検証は、平成 26 年 8 月 29 日付けで総務省より通知されました、「公営企

業の経営に当たっての留意事項について」を基に各年度末に行います。 

 

■経営戦略改訂版の策定 

 下記のスケジュールの基、資産評価、使用料対象原価の算定、料金体系の見直しを行い、

経営戦略改定版の策定に努めます。 

 

◇資産評価等（～平成 30 年度） 

 農業集落排水事業が保有する資産について、評価を行い現状の把握を行います。これに

基づき更新計画等策定します。 

 

◇使用料対象原価の算定（～平成 31 年度） 

 資産評価に基づき、地方公営企業の料金原則に沿った適正な使用料対象原価の算定を行

います。 

 

◇料金体系の見直し〈検討〉（～平成 32 年度） 

 上記の使用料対象原価の算定に基づき、汚水の量及び水質その他使用の態様等に応じた

料金体系の見直しを行います。 

 

 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

資産評価等（更新計画含）      

使用料対象原価の算定      

料金体系の見直し〈検討〉      

経営戦略改訂版の策定      

 

 また、公営企業でありますので、事業経営状況や経営努力等についての情報を公開し、

透明性の確保に努めます。 
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 団  体  名 ： 安芸太田町        

 事  業  名 ： 個別排水処理事業       

 策  定  日 ： 平成 29 年 3 月     

 計 画 期 間 ： 平成 28 年度 ～ 平成 37 年度  

 

 

 

第 1 章 経営戦略策定の趣旨と位置づけ 

  

 安芸太田町は広島都市圏の水源地帯である太田川上流域にあたり、太田川・瀬戸内海

をはじめとする公共用水域に及ぼす影響が大きいことから、一般家庭及び各種事業所等

から排出される生活雑排水を速やかに処理することで、清潔・快適・安全な生活環境を

実現するとともに、公共水域の水質汚濁を防止し環境を保全することを目的として、特

定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水処理事業により整備を行って

います。 

 下水道事業をはじめとする公営企業は、地方財政法で料金収入等をもって経営を行う

独立採算の原則が定められています。現在、サービスの提供に必要な施設等の老朽化に

伴う更新投資の増大、人口減少に伴う料金収入の減少等により公営企業をめぐる経営環

境は厳しさを増しています。 

 こうした中で、平成 26 年 8 月、総務省から「公営企業の経営に当たっての留意事項

について」の通知が出され、各地方公共団体は事業会計ごとに「経営戦略」を策定する

こととなりました。 

 地域住民に良質な下水道サービスを持続的に提供していくには、現在の本町下水道事

業について現状把握を行った上で、中長期的な計画に基づいた運営を行っていく必要が

あります。そのため、各事業において、今後の経営の基本計画である「経営戦略」を策

定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組みます。  
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第 2 章 安芸太田町下水道事業の現状と課題 

  

 (1) 事業の現況   

 ① 施 設 

供 用 開 始 年 度  

（ 供 用 開 始 後 年 数 ） 

 平成 11 年度  供用開始  

（供用開始後  17 年経過）  

 法適（全部適用・一部適用） 

非 適 用 の 区 分 
 法非適用企業  

浄 化 槽 設 置 基 数  47 基 

 

 特定環境保全公共下水道事業は平成 13 年度より供用を開始し、現在は計画区域 153ha

全域の整備が完了しています。農業集落排水事業は平成 8 年度より供用を開始し、現在は

計画区域 40ha 全域の整備が完了しています。個別排水処理事業につきましては、現在 47

基の浄化槽が稼動しています。 
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② 使 用 料 

一般家庭用使用料体系の 

概 要 ・ 考 え 方 

本町の使用料は、基本料金と超過料金の合計となります。 

 

業 務 用 使 用 料 体 系 の 

概 要 ・ 考 え 方  

条例上の使用料 

（20 ㎥あたり） 

平成 27 年度   3,854 円 

平成 26 年度   3,854 円 

平成 25 年度   3,744 円 

実質的な使用料 

（20 ㎥あたり） 

平成 27 年度   5,079 円 

平成 26 年度   4,864 円 

平成 25 年度   4,785 円 

 下水道事業をはじめとする公営企業には、事業運営に必要な経費は、事業運営に伴う収

入で賄うという原則があり、公営企業としての企業性を発揮し、最小の経費で最良のサー

ビスを提供すべきとされています。そのためには、住民の理解を得ながら経営の健全化・

効率化に努める必要があります。 

 

〈 使用料の課題 〉 

 下水道使用料は、事業運営に必要な経費を賄う範囲で、使用者に対して公平な負担を求

める料金体系であることが基本です。しかし、本町、個別排水処理事業の実体として、使

用料単価を汚水処理原価で割った平成 27 年度の経費回収率は 25.31％と極めて低い水準と

なっています。経費回収率は、使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているか

を表した指標であり、使用料の適正化が課題であることがわかります。 

 快適で安全な住民生活に不可欠な下水道サービスを安定的に提供し続けるためには、経

営基盤の強化が必要であり、現在の厳しい財政状況の中、適正な料金体系の在り方を検討

する必要があります。

下記以外の使用者 算定水量 下水道使用料

基本料金
1ヶ月につき
10㎥まで

1,814円

超過料金
10㎥を超える部分
1㎥につき

204円

75歳以上の住民だけで

構成される世帯
算定水量 下水道使用料

基本料金
1ヶ月につき
10㎥まで

1,728円

超過料金
10㎥を超える部分

1㎥につき
194円



③ 組 織 

職員数 
 平成 29 年 3 月 1 日現在、建設課・各支所職員 12 人が下水道事業

運営に携わっており、簡易水道事業や他業務も兼任しています。 

事業運営組織 

 

 

 (2) 民間活力の活用   

①民間活用の状況 

■民間委託 

 浄化槽保守点検業務を民間委託しています。 

■指定管理者制度・PPP/PFIは実施していません。 

 実施していません。 

 

②資産活用の状況 

■エネルギー利用 

 採算性の観点より、本町の人口的・処理規模的・地理的条件では、投資に見合う収益の確保が

難しいと判断し、下水道熱・下水汚泥・発電等のエネルギー利用は行っていません。 

■土地・施設等利用 

 採算性の観点より、本町の人口・地理的条件では、投資に見合う収益の確保が難しいと判断し、

未利用土地・施設の活用等の土地・施設等利用は行っていません。 

 

 

 (3) 経営比較分析表を用いた現状分析  

 

 平成 28年度に策定・公表した、平成 27年度決算「経営比較分析表」（別紙①）を添付し

ています。 

 経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、本町の経年比較や他公営企業との比較、

複数の指標を組み合わせた分析を行うことにより、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に

把握することが可能となります。 

役 職 年 代 建 設 課 筒 賀 支所 加 計 支所

課 長 50～ 1人 

支 所 長 50～ 1人 1人 

主 幹 50～ 1人 

課 長 補 佐 40～ 1人 

主 査 40～ 1人 

主 任 30～40 1人 1人 

主 任 主 事 25～30 2人 

主 事 18～ 1人 1人 

6人 3人 3人 合計
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 (4) 下水道事業を取り巻く環境の変化  

 国の巨額な債務、人口減少、景気低迷など、本町をはじめ日本全国の地方公共団体を取

り巻く環境は急激に変化しており、一般会計からの財政支援に頼ってきた下水道事業を取

り巻く環境は厳しさを増しています。 

 

①人口減少 

 本町は、平成 16年に山県郡加計町、筒賀村、戸河内町の 3町村の合併により誕生しまし

た。合併当初 8,784 人であった人口は、11 年を経過した平成 27 年度末には 6,757 人と約

2,000 人減少するなど、その減少傾向に歯止めがかからず、ピーク時であった昭和 30 年と

比較すると 3分の 1以下となっています。 

 また、高齢化率は 47.57％（平成 27年 6月時点）と県内最高で、平成 22年国勢調査にお

ける人口減少率（対平成 17年国勢調査人口）は 11.9％と、県内で最も少子高齢化、人口減

少が顕著に現れている自治体といえます。 

 国立社会保障・人口問題研究所の推計手法（コーホート変化率法）を用いた推計によれ

ば、このまま状況が継続すると仮定した場合の本町の人口は、平成 36 年（2024 年）には

5,040人に減少、平成 52年（2040年に）には 3,227人にまで減少するとし、基礎自治体と

しての存在が危ぶまれる予測がされています。人口減少は下水道料金収入の減少に直結す

るため、下水道事業経営のさらなる悪化という大きな問題を抱えています。以下に平成 27

年策定の安芸太田町人口ビジョンを示します。 

 

  

『安芸太田町人口ビジョン(平成 27 年 10 月)』より 
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②中長期的な視点 

 今後は、少子高齢化に伴う人口減少、節水志向、施設・設備の老朽化が進むことが見込

まれるため経営の悪化が危惧されます。 

 そのため、次章以降では人口減少や施設・設備の更新コストなどを踏まえた中長期的な

収支バランスを検討した下水道経営計画を示します。 

 

 

第 3 章 経営の基本方針 

 

『将来世代にわたり清潔・快適・安全な生活環境を、下水道サービスにより提供する。』 

 

 人口減少に伴う、使用料収入の減少、施設・設備の老朽化による更新需要の増大により

多額の更新費用が必要となるなど、今後の下水道事業を取り巻く経営環境は非常に厳しく

なることが予想されます。 

 そのため、すべての町民に『将来世代にわたり清潔・快適・安全な生活環境を、下水道

サービスにより提供する。』ことを基本理念とし、下記の 3 つの基本方針のもと、中長期的

な基本計画である経営戦略を策定します。 

 

 

◆清潔・快適・安全な生活の提供 

 下水道サービスを通じ、住みよい町づくりに貢献します。 

 

◆持続的な下水道サービスの提供 

 適正な事業計画・財政計画を基に経営を行い、下水道施設の戦略的な維持管理・更新等

を通じて、将来世代にわたり下水道サービスを提供します。 

 

◆公共用水域の保全 

 水路、河川、海洋の水質汚濁を防止し、環境を保全するという下水道の大きな役割を果

たすため、処理区域の全加入に向け努めます。  
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第 4 章 投資・財政計画（収支計画） 

 

 (1) 投資・財政計画（収支計画）：別紙②のとおり  

 

 (2) 投資･財政計画の策定にあたって説明  

①収支計画のうち投資計画について 

■投資の目標に関する事項 

 計画的な維持管理を行うことを目標とします。 

 

■民間活力の活用に関する事項（PPP/PFI） 

 PPP/PFI の検討はしていません。 

 

②収支計画のうち財源について 

■財源の目標 

 一般会計からの繰入金を減らしていくため、使用料収納の徹底とコスト削減に努めます。 

 

■使用料収入の見通しと、使用料の見直しに関して 

 人口の減少により、使用料収入は減少していくと見込まれるため、平成 30 年度・平成 34

年度の使用料改定を計画しています。 

 

③収支計画のうち投資以外の経費について 

■職員給与費に関する事項 

 個別排水処理事業において、職員給与費の計上はありません。 

 

■動力費に関する事項 

 過去 5 年間の動力費の平均をもとに、計画期間中の費用を算出しました。 

 

■修繕費に関する事項 

 過去 5 年間の修繕費の平均をもとに、計画期間中の費用を算出しました。 

 

■委託費に関する事項 

 過去 5 年間の委託費伸び率の平均をもとに、計画期間中の費用を算出しました。 
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 (3) 投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要  

①今後の投資についての考え方・検討状況 

■広域化・共同化・最適化に関する事項 

 計画期間中の実施は計画していませんが、採算性を念頭に置き、本町に見合った取り組

みを随時検討します。 

 

■民間活力の活用に関する事項 

 PPP/PFI 事業の実施は計画していませんが、国や他団体の動向を注視しながら随時検討

します。 

 

②今後の財源についての考え方・検討状況 

■使用料の見直しに関する事項 

 人口減少に伴う、使用料収入の減少、施設の老朽化に伴う更新コストの増大は避けられ

ません。一般会計からの繰入を極力減らし、持続的な下水道サービスを提供していくため

には、消費増税に伴う改定を含め、4～5 年おきの定期的な使用料改定を検討する必要があ

ります。 

 

③投資以外の経費についての考え方・検討状況 

■民間活力の活用に関する事項（包括的民間委託等、PPP/PFI など） 

 包括的民間委託等、PPP/PFI などは計画していませんが、民間活力の活用などコスト削

減につながる取り組みを随時検討します。 

 

■動力費に関する事項 

 電力自由化など、経費削減につながる取り組みを随時検討します。 

 

■修繕費に関する事項 

 下水道サービスの安定的な提供とランニングコスト低減のため、計画的な修繕を随時検

討・実施します。 

 

■委託費に関する事項 

 随時業務内容の見直しを行い、業務効率の向上・コスト削減につながる取り組みを随時

検討します。  
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第 5 章 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

 

■事後検証 

 経営戦略の事後検証は、平成 26 年 8 月 29 日付けで総務省より通知されました、「公営企

業の経営に当たっての留意事項について」を基に各年度末に行います。 

 

■経営戦略改訂版の策定 

 下記のスケジュールの基、資産評価、使用料対象原価の算定、料金体系の見直しを行い、

経営戦略改定版の策定に努めます。 

 

◇資産評価（～平成 30 年度） 

 個別排水処理事業が保有する資産について、評価を行い現状の把握を行います。 

 

◇使用料対象原価の算定（～平成 31 年度） 

 資産評価に基づき、地方公営企業の料金原則に沿った適正な使用料対象原価の算定を行

います。 

 

◇料金体系の見直し〈検討〉（～平成 32 年度） 

 上記の使用料対象原価の算定に基づき、汚水の量及び水質その他使用の態様等に応じた

料金体系の見直しを行います。 

 

 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

資産評価      

使用料対象原価の算定      

料金体系の見直し〈検討〉      

経営戦略改訂版の策定      

 

 また、公営企業でありますので、事業経営状況や経営努力等についての情報を公開し、

透明性の確保に努めます。 
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